


こととされていない者 

 ⑶ 山武郡市広域行政組合建設工事等入札参加資格者名簿に登録され、かつ、

登録区分「物品・委託」のうち業種コード０６「薬品」として登録がある

者 

 ⑷ 公告日から起算して、前２年以内に手形交換所による取引停止処分を受

けていない者又は前６か月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出し

ていない者 

 ⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者にあって

は、公告日までに法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされている

者 

 ⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者にあって

は、公告日までに法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされている

者 

⑺ 当該契約に係る公告日から開札日までの期間内で、山武郡市広域行政組

合競争入札参加資格停止等措置要領に基づく入札参加資格停止措置を受け

ている日がない者 

４ 入札説明書、仕様書等の縦覧等 

 ⑴ 本件に係る入札説明書、仕様書等（以下「設計図書等」という。）の関

係書類は、全て入札公告と併せて山武郡市広域行政組合ホームページに掲

載する。 

 ⑵ 入札説明会は実施しない。 

 ⑶ 本件に係る設計図書等の縦覧については、山武郡市広域行政組合ホーム

ページ「入札・契約情報」により行う。 

※ 本公告第７項に示すとおり設計図書等の入手は、山武郡市広域行政組

合ホームページからダウンロードすることが可能です。 

５ 入札の申込み 

  入札の申込みは次のとおり行うものとする。 

 ⑴ 申込先 

  〒２８３－８５０５ 

   千葉県東金市東岩崎１番地１７ 



   山武郡市広域行政組合 企画財政課契約管財係 

 ⑵ 申込期間 

   令和７年４月１６日（水）から令和７年４月２２日（火）まで 

 ⑶ 申込方法 

   委託契約等に係る制限付き一般競争入札参加申込書（別記第１号様式）

及び誓約書（以下「申込書等」という。）を同一の封筒に封かんの上、郵

送により提出しなければならない。（令和７年４月２２日(火)午後５時必

着） 

 ⑷ 受理した申込書等は、原則として返却しないものとする。 

 ⑸ 提出期限を過ぎた申込書等は、いかなる理由があっても受理しない。こ

の場合、企画財政課長は、当該入札申込者にその旨を書面にて通知するも

のとし、申込書等を同封の上、返却するものとする。 

６ 事前確認 

 ⑴ 申込書等が、次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、当該契約等

の申込みを無効とするものとする。この場合において、企画財政課長は、

当該入札参加者にその旨を書面にて通知するものとし、申込書等を同封の

上、返却するものとする。 

  ア 申込書又は誓約書のいずれかが欠ける場合 

  イ 申込書等に必要事項が記載されていない場合 

  ウ その他、記載事項に不備があった場合 

 ⑵ 前号の規定により通知を受けた入札参加者は、通知を受けた日から３日

以内（閉庁日を含まない。）に企画財政課長に書面をもって理由の説明を

求めることができるものとし、企画財政課長は、当該書面を受理した日か

ら３日以内（閉庁日を含まない。）に書面をもって回答するものとする。 

７ 設計図書等の周知方法等 

  設計図書等の周知方法等については、原則として次のとおり行うものとす

る。 

 ⑴ 周知方法 

   ホームページの「入札・契約情報」に掲載する。 

 ⑵ 入手方法 



   ホームページより入手する。（ダウンロード） 

８ 設計図書等に対する質疑 

  設計図書等の内容に疑義があるときは、次により質問書（任意様式）を提

出すること。 

 ⑴ 提出日時 

   令和７年４月２３日（水）午前９時から午後３時まで 

 ⑵ 提出先 

   山武郡市広域行政組合 環境衛生課管理係 畑中・片岡 

   ＦＡＸ  ０４７５－５４－０５１４ 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ aqua＠sanbukouiki-chiba.jp 

⑶ 回答 

   令和７年４月２５日（金）午後５時までにホームページに掲載する。 

９ 入  札 

 ⑴ 入札書提出先 

〒２８３－８５０５ 

千葉県東金市東岩崎１番地１７ 

山武郡市広域行政組合 企画財政課契約管財係 

⑵ 入札書提出日 

   令和７年５月１４日（水） ※ 配達日指定 

⑶ 提出方法 

ア 封筒には、「入札書」のみを入れること。 

イ 封筒の表には、上記⑴の宛先を記載し、「活性クリーンチームＮ購入

入札書在中」と朱書きで明記すること。 

ウ 封筒の裏面には、入札の「件名」、「納入場所」、「開札日時」、入

札参加者の「住所」及び「商号又は名称」を明記すること。 

エ 封筒は長型３号を使用し、封かん（のり付け)し、２箇所に封印（割印）

すること。 

オ 「簡易書留」又は「一般書留」のいずれかの郵便物とし、併せて配達

日指定郵便により、入札書提出日に到達するように郵送しなけなければ

ならない。 



⑷ 指定の方法以外で送達された入札書及び持参による場合については、一

切受理しない。また、公告等で定めた提出日以外に到達した入札書は、い

かなる事由があっても受理しない。 

10 開  札 

 ⑴ 開札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 

  ア 場  所 

    千葉県東金市東岩崎１番地１７ 

    山武郡市振興センター ２階 第２会議室 

  イ 日  時 

    令和７年５月１５日（木） 午後１時４５分 

 ⑵ 開札には、入札参加者１者につき１名立ち会うことができるものとする。

この場合において、開札の立会いを希望する者は、開札日前日の午後３時

までに、別紙「郵便入札開札立会申請書」により申請しなければならない。 

※ 入札執行担当者以外の当組合職員の立会いの上、開札する。 

11 入札の無効 

 無効とする入札は、郵便入札約款第７条に定めるところによる。 

12 落札候補者の決定 

 ⑴ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者のうち、最

低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。また、同様にして以下

低い価格で入札した者の順に次順位候補者とする。 

 ⑵ 落札候補者がいないときは入札を不調とする。 

⑶ 開札結果は、開札日当日午後５時までに落札候補者へ企画財政課契約管

財係から電話により連絡するものとする。 

13 同価格の入札者が２者以上ある場合の落札候補者の決定 

  入札執行者は、開札の結果、落札候補者となるべき同価格の入札をした者

が２者以上あるときは、くじ（※）により落札候補者を決定するものとする。 

 ※ 「郵便入札における「くじ」の方法」を参照 

14 再度入札 

 ⑴ １回目の開札において、予定価格に達した価格の入札がないときは、再

度の入札を郵便入札で行うこととする。 



  ア 再度入札の入札書提出日 

    令和７年５月２１日（水） ※ 配達日指定 

  イ 再度入札の開札日時 

    令和７年５月２２日（木） 午後１時４５分 

⑵ 再度入札に参加できる者は、１回目の入札参加者で、入札書が無効とな

った者以外の者とし、対象となる入札参加者にＦＡＸにより通知するもの

とする。 

15 落札候補者の資格確認及び落札者の決定 

 ⑴ 落札候補者となった者は、委託契約等に係る制限付き一般競争入札参加

資格確認申請書（別記第２号様式）及び資格確認資料（以下「申請書等」

という。）を企画財政課に令和７年５月２０日（火）午後５時まで（再度

入札により落札候補者となった者については、令和７年５月２７日（火）

午後５時まで）に郵送により提出し、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない。 

 ⑵ 落札候補者が提出期限までに申請書等を提出しないとき又は入札参加資

格を有しない者であることを確認したときは、当該候補者がした入札を無

効とする旨を書面にて通知するとともに、次順位候補者に申請書等の提出

を指示する。 

 ⑶ 前号により入札参加資格を有しない旨の通知を受けた者は、通知を受け

た日から３日以内（閉庁日を含まない。）に企画財政課長に書面をもって

理由の説明を求めることができるものとし、企画財政課長は、当該書面を

受理した日から３日以内（閉庁日を含まない。）に書面をもって回答する

ものとする。 

 ⑷ 前各号の規定は、次順位候補者に申請書等の提出を指示した場合におい

て準用する。 

 ⑸ 申請書等を提出した候補者が入札参加資格を有する者であることを確認

した場合は、当該候補者を落札者と決定する。この場合において、すでに

確認を行った者を除き、その他の候補者の資格確認は行わない。 

 ⑹ 落札者が決定したときは、当該落札者に対し速やかにその旨を通知する

とともに、契約に必要な手続きについて指示する。 



16 契約の締結 

 ⑴ 落札者は、落札決定の日から７日以内に当該契約を締結しなければなら

ない。ただし、企画財政課長の承諾を得て、この期間を延長することがで

きる。 

 ⑵ 落札者が前号に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札は効力

を失う。 

17 入札保証金 

  入札保証金は免除する。 

18 契約保証金 

  契約保証金は免除する。 

19 支払方法 

  入札説明書のとおりとする。 

20 入札に関する注意事項 

 ⑴ 入札参加者は、郵便入札約款及び契約書（案）を熟読し、入札の心得を

遵守すること。 

 ⑵ 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を

公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入

札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめる場合がある。 

 ⑶ その他の注意事項 

   入札書及び誓約書は、この公告等の記載に従い記入すること。 

21 その他 

⑴ 原則として入札参加申請の取り下げは認めないので十分検討した上で申

請を行うこと。 

 ⑵ 申請書等のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札

参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。 

 ⑶ 提出された申請書等は返却しない。なお、公表し、又は無断で使用する

ことはしない。 

22 問合せ先 

 山武郡市広域行政組合 企画財政課契約管財係 

  電話 ０４７５－５４－０２５２ 


